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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
一
二
六
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
１

◯
青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
（
一
二
七
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
１

◯
家
畜
伝
染
病
を
予
防
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
（
一
二
八
・
農
畜
産

振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
家
畜
伝
染
病
を
予
察
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
（
一
二
九
・
農
畜
産

振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
ふ
化
業
者
の
登
録
（
一
三
〇
・
北
部
家
畜
保
健
衛
生
所
）
…
…
…
…
…
３

◯
基
本
測
量
終
了
の
通
知
（
一
三
一
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
一
三
二
・
都
市
計
画

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
一
三
三
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
一
三
四
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
三
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
４

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（
教
育
庁
総
務

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

教
育
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
（
絵
画
）
の
指
定
（
五
・
文
化
財
保
護

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
秋
田
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
（
民
俗
技
術
）
の
指
定
（
六
・
文
化

財
保
護
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
一
五
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
一
六
）
…
…
…
５

◯
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
一
八
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
異
動
の
届
出
（
一
九
）
…
…
…
…
10

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
の
届
出
（
二
〇
）
…
10

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
修
正
に
つ
い
て
（
二
一
）
…
…
11

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
六
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
七
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行

を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

映
画

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
馬
伝
染

性
貧
血
、
豚
コ
レ
ラ
、
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
、
伝
染
性
胃
腸
炎
、
豚
繁
殖
・

呼
吸
障
害
症
候
群
、
豚
流
行
性
下
痢
、
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
及
び

腐
蛆そ

病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域
並
び
に
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種

類
及
び
範
囲

告
　
　
　
　
　
　
示

指
定
番
号

一
〇
五
〇
六

一
〇
五
〇
七

一
〇
五
〇
八

一
〇
五
〇
九

一
〇
五
一
〇

一
〇
五
一
一

一
〇
五
一
二

一
〇
五
一
三

一
〇
五
一
四

一
〇
五
一
五

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を

誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
　
行
　
所

竹

書

房

宙

出

版

宙

出

版

リ

ブ

レ

出

版

徳

間

書

店

セ

ブ

ン

新

社

三
和
出
版
株
式
会

社サ

ン

出

版

ア
ン
チ
メ
デ
ィ
ア

月
刊
ア
キ
タ
で
ナ

イ
ト
編
集
部

図
　
　
書
　
　
名

恋
愛
天
国
パ
ラ
ダ
イ
ス
　
４

月
号

ス
ペ
シ
ャ
ル
ア
ヤ
　
４
月
号

ａ
ｙ
ａ
ア
ヤ
　
４
月
号

ゴ
ー
ル
ド
　
４
月
号

恋
愛
楽
園
ピ
ュ
ア
　
Ｖ
０
ｌ

十
一

微
熱
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
デ
ラ
ッ
ク

ス
４
月
号

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ

ブ
ー
　
４
月
号

コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル
　
４
月

号遊
名
人
　
３
月
号

ソ
ー
プ
ラ
ン
ド
ヘ
ブ
ン
東
海

版
２
０
０
８
年
度
版

指
定
番
号

六
六
〇
五

六
六
〇
六

六
六
〇
七

六
六
〇
八

六
六
〇
九

六
六
一
〇

六
六
一
一

六
六
一
二

六
六
一
三

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を

誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

配

給

元

オ
ー
ピ
ー
映
画

新

日

本

映

像

新

東

宝

映

画

オ
ー
ピ
ー
映
画

フ
ァ
ン
ト
ム
フ
ィ

ル
ム

新

東

宝

映

画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

題
　
　
　
　
名

未
亡
人
民
宿
　
美
熟
乳
し
っ

ぽ
り

中
川
准
教
授
の
淫
び
な
日
々

色
情
淫
婦
　
こ
ま
さ
れ
た
女

た
ち

不
純
な
制
服
　
悶
え
た
太
も

も世
界
で
一
番
美
し
い
夜

新
監
禁
逃
亡
　
死
の
殻

一
輪
の
薔
薇

セ
ク
ハ
ラ

洗
礼
　
乱
れ
喰

いマ
ダ
ム
　
便
所
　
恥
ず
か
し

い
瞬
間
◯秘
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三
　
実
施
期
日
及
び
場
所

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
実
施
す
る
区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す

る
期
日
及
び
場
所

四
　
検
査
の
方
法

（一）

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
及
び
馬

伝
染
性
貧
血
に
あ
っ
て
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
第
九
条
第
二
項
に
定
め
る
方
法
に
よ

る
。

（二）

豚
コ
レ
ラ
、
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
、
伝
染
性
胃
腸
炎
、
豚
繁
殖
・
呼
吸

障
害
症
候
群
及
び
豚
流
行
性
下
痢
に
あ
っ
て
は
、
臨
床
検
査
及
び
血
清

学
的
検
査
に
よ
る
。

（三）

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
及
び
腐
蛆そ

病
に
あ
っ
て
は
、
国
が
定
め

る
病
性
鑑
定
指
針
に
よ
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視
伝
染
病
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
実
施
の
目
的

ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

二
　
実
施
す
る
区
域
並
び
に
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種

類
及
び
範
囲

県
内
全
域

（一）

秋
田
市
　
能
代
市
　
横
手

市
　
北
秋
田
市
　
男
鹿
市

潟
上
市
　
に
か
ほ
市
　
湯
沢

市
　
上
小
阿
仁
村
　
藤
里
町

三
種
町
　
八
峰
町
　
五
城
目

町
　
八
郎
潟
町
　
井
川
町

大
潟
村
　
羽
後
町
　
東
成
瀬

村
（二）

県
内
全
域

（三）

大
館
市
　
北
秋
田
市
　
由

利
本
荘
市
（
旧
本
荘
市
、
旧

岩
城
町
、
旧
東
由
利
町
、
旧

由
利
町
の
区
域
に
限
る
。
）

大
仙
市
（
旧
神
岡
町
、
旧
西

仙
北
町
、
旧
南
外
村
の
区
域

に
限
る
。
）
上
小
阿
仁
村

（四）

県
内
全
域

県
内
全
域

ブ
ル
セ
ラ
病

の
検
査

結
核
病
の
検

査ヨ
ー
ネ
病
の

検
査

伝
達
性
海
綿

状
脳
症
の
検

査

実
施
す
る
区
域
を

所
管
す
る
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
発
生
の

予
防
の
た
め
に
必
要

と
認
め
た
牛

実
施
す
る
区
域
で

搾
乳
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で

飼
育
し
て
い
る
乳
用

雌
牛
（
生
後
十
二
箇

月
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

実
施
す
る
区
域
を

所
管
す
る
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
発
生
の

予
防
の
た
め
に
必
要

と
認
め
た
牛

実
施
す
る
区
域
で

繁
殖
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で

飼
育
し
て
い
る
肉
用

雌
牛
（
生
後
十
二
箇

月
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

実
施
す
る
区
域
を

所
管
す
る
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
発
生
の

予
防
の
た
め
に
必
要

と
認
め
た
牛

実
施
す
る
区
域
で

死
亡
し
た
牛
（
生
後

二
十
四
箇
月
未
満
の

も
の
を
除
く
。
）

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

区
　
　
分

家
畜
又
は
そ
の
死
体

の
種
類
及
び
範
囲

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

能
代
市
　
男
鹿
市
　
潟
上
市

大
仙
市
　
仙
北
市
　
藤
里
町

三
種
町
　
八
峰
町
　
五
城
目
町

八
郎
潟
町
　
井
川
町
　
大
潟
村

美
郷
町

伝
達
性
海
綿

状
脳
症
の
検

査馬
伝
染
性
貧

血
の
検
査

豚
コ
レ
ラ
、

オ
ー
エ
ス
キ

ー
病
、
伝
染

性
胃
腸
炎
、

豚
繁
殖
・
呼

吸
障
害
症
候

群
及
び
豚
流

行
性
下
痢
の

検
査

家
き
ん
サ
ル

モ
ネ
ラ
感
染

症
の
検
査

腐
蛆そ

病
の
検

査

実
施
す
る
区
域
で

死
亡
し
た
牛
（
生
後

二
十
四
箇
月
未
満
の

も
の
を
除
く
。
）

平
成
二
十
年
四
月

一
日
前
五
年
間
に
お

い
て
当
該
疾
病
の
検

査
を
受
け
て
い
な
い

馬
（
生
後
百
八
十
日

未
満
の
も
の
及
び
家

畜
防
疫
員
が
疾
病
そ

の
他
の
特
別
な
事
由

に
よ
り
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
困
難
と
認

め
た
も
の
を
除
く
。
）

及
び
実
施
す
る
区
域

を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
が
発
生

の
予
防
の
た
め
に
必

要
と
認
め
た
馬

実
施
す
る
区
域
を

所
管
す
る
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
発
生
の

予
防
の
た
め
に
必
要

と
認
め
た
豚

実
施
す
る
区
域
を

所
管
す
る
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
発
生
の

予
防
の
た
め
に
必
要

と
認
め
た
鶏
、
あ
ひ

る
、
う
ず
ら
及
び
七

面
鳥実

施
す
る
区
域
で

飼
育
さ
れ
て
い
る
み

つ
ば
ち
の
群

美
郷
町

県
内
全
域

ブ
ル
ー
タ
ン

グ
、
ア
カ
バ

ネ
病
、
チ
ュ

ウ
ザ
ン
病
、

ア
イ
ノ
ウ
イ

ル
ス
感
染

症
、
イ
バ
ラ

キ
病
及
び
牛

流
行
熱
の
検

査

こ
れ
ら
の
疾
病
を

予
防
す
る
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
て
い
な
い

牛
で
あ
っ
て
、
実
施

す
る
区
域
を
所
管
す

る
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
発
生
を
予
察
す

る
た
め
必
要
と
認
め

た
も
の

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

区
　
　
分

家
畜
又
は
そ
の
死
体

の
種
類
及
び
範
囲
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

三
　
実
施
期
日
及
び
場
所

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
実
施
す
る
区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す

る
期
日
及
び
場
所

四
　
検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
に
よ
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
号

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
化
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
登
録
ふ
化
業
者

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

二
　
　
登
録
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
二
日

三
　
　
登
録
の
有
効
期
限
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
一
号

平
成
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号
の
基
本
測
量
に
つ
い
て
、
平

成
十
九
年
八
月
二
十
四
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
二
号

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
潟
上
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
下
水
道
（
潟
上
市
公
共
下
水
道
）
の
変
更
の
総
括
図
、

計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

登
録
番
号

平
十
九

第
二
号

名
称
、
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名
及
び
業
務
を
執
行
す

る
役
員
の
氏
名

有
限
会
社
　
安
保
農
場

山
本
郡
三
種
町
志
戸
橋
字
割

道
四
四
五

取
締
役
　
安
　
保
　
鶴
　
美

ふ
化
場
の
名
称
及
び
所

在
地

有
限
会
社
　
安
保
農
場

比
内
地
鶏
孵
化
場

能
代
市
向
田
表
六
―
二

登
録
番
号

平
十
九

第
二
号

名
称
、
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名
及
び
業
務
を
執
行
す

る
役
員
の
氏
名

有
限
会
社
　
安
保
農
場

山
本
郡
三
種
町
志
戸
橋
字
割

道
四
四
五

取
締
役
　
安
　
保
　
鶴
　
美

ふ
化
場
の
名
称
及
び
所

在
地

有
限
会
社
　
安
保
農
場

比
内
地
鶏
孵
化
場

能
代
市
向
田
表
六
―
二

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
七
号

百
七
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
〇
〇
〜
一
七
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
一
七
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
一
八

〇
・
二
一
八

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

横
手
市
赤
坂
字
大
道
向
五
一
番
一
地
先
か
ら
字
大
沼
下
八
九
番
地
先
ま
で

〃

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

二
百
八
十
二
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
郡
小
坂
町
荒
谷
字
寺
ノ
下
四
六

番
地
先
か
ら
字
万
谷
七
五
番
一
地
先

ま
で

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

大
館
鷹
巣
線

旧
新
別

旧

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
・
七
〇
〜
一
六
・
九
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
五
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
栄
字
前
綱
六
八
番
三
地
内
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
二
ツ
井
町
富
根
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変

更
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
三
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
南
秋
田
郡
真
崎
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
中
谷
地
百
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
二
田
　
忠
雄

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
八
郎
潟
西
部
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県

営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
八
郎
潟
西
部

地
区
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十

二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
男
鹿
市
役
所

秋
田
市
仁
井
田
本
町
一
丁
目
三
番
二
十
号
上
村
清
助
ほ
か
十
五
人
か
ら
申

請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八

十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
仁
井
田
堰
地

区
た
め
池
等
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
秋
田
市
御
野
場
地
域
セ
ン
タ
ー
、
秋
田
市
雄
和
市
民
セ
ン

タ
ー
及
び
秋
田
市
河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
由
利
本
荘
市
滝
沢
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役

員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公

告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
久
保
田
字
久
保
田
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
木
村
　
耕
一

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
教
育
委
員
会
シ
ス
テ
ム
連
携
・
運
用
基
盤
借
入

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

教
育
庁
総
務
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

秋
田
市
山
王
二
丁
目
一
番
五
十
四
号
　
株
式
会
社
ア
イ
シ
ー
エ
ス
秋
田

支
店

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

四
千
七
百
六
十
七
万
八
千
四
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
特
例
政
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日

八
　
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
に
は
そ
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

秋
田
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
有
形
文
化
財
を
秋
田
県
指
定
有
形
文
化

財
（
絵
画
）
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
・
七
〇
〜
一
六
・
九
〇

一
六
・
七
〇
〜
一
八
・
三
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
五
〇

〇
・
〇
五
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
栄
字
前
綱
六
八
番
三
地
内

〃

公
　
　
　
　
　
　
告

教

育

委

員

会

告

示

名
　
称

寺
崎
廣
業
筆

高
山
清
秋

平
福
百
穂
筆

春
山

員

数

一
双

一
幅

所
　
　
在
　
　
地

横
手
市
赤
坂
字
富
ヶ
沢
六

十
二
番
地
四
十
六

秋
田
県
立
近
代
美
術
館

横
手
市
赤
坂
字
富
ヶ
沢
六

十
二
番
地
四
十
六

秋
田
県
立
近
代
美
術
館

所
　
有
　
者

秋
田
県

秋
田
県
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秋
選
管
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
次
の

秋
田
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
無
形
民
俗
文
化
財
を
秋
田
県
指
定

無
形
民
俗
文
化
財
（
民
俗
技
術
）
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

秋
選
管
告
示
第
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
間

に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

名
　
　
　
称

太
平
と
角
館
の
イ
タ
ヤ
細

工
製
作
技
術

所
　
　
在
　
　
地

秋
田
市
太
平
黒
沢
、
仙
北
市
角
館
町
雲

然

名
　
　
　
称

太
平
と
角
館
の
イ
タ
ヤ
細

工
製
作
技
術

所
　
　
在
　
　
地

秋
田
市
太
平
黒
沢
、
仙
北
市
角
館
町
雲

然

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

小
森
久
博
後
援
会

和
泉
嘉
郎
後
援
会

岩
川
て
つ
後
援
会

伊
藤
孝
平
後
援
会

ぜ
に
も
り
靖
久
後
援
会

会
計
責
任
者
氏
名

小
　
森
　
ふ
さ
き

大
　
森
　
政
　
輔

畠
　
山
　
富
　
男

市
　
川
　
貞
　
夫

木
　
村
　
盛
　
夫

代
表
者
氏
名

小
　
森
　
久
　
博

斉
　
藤
　
久
　
市

小
　
塚
　
政
悦
郎

石
　
田
　
洋
　
三

銭
　
盛
　
　
　
進

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

山
本
郡
藤
里
町
粕
毛
字
春
日
野
九
十
三

雄
勝
郡
羽
後
町
足
田
字
土
舘
三

北
秋
田
市
脇
神
字
高
村
岱
百
七
十
七
番
地

山
本
郡
藤
里
町
藤
琴
字
藤
琴
十
二
番
地

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
渋
沢
出
口
九
番
地
七

届

出

年

月

日

平
成
二
十
年
二
月
一
日

平
成
二
十
年
二
月
四
日

平
成
二
十
年
二
月
六
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

自
由
民
主
党
秋
田
県
第
二
選
挙

区
支
部 政

治
団
体
の
名
称

北
秋
田
市
松
葉
町
三
―
十
五

津
　
谷
　
永
　
光

佐
　
藤
　
健
一
郎

旧

能
代
市
中
和
一
丁
目
十
六
―
二

金
　
田
　
勝
　
年

菅
　
原
　
廣
　
悦

新

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

届

出

年

月

日

一
　
政
党

庄
司
憲
三
郎
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

佐
　
藤
　
菊
　
一

旧

庄
　
司
　
堅
　
一

新

会

計

責

任

者

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

平
成
二
十
年
二
月
一
日

届

出

年

月

日

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体
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秋
選
管
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の

間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

庄
司
憲
三
郎
後
援
会

秋
田
県
獣
医
師
政
治
連
盟

児
玉
一
後
援
会

松
井
隆
一
後
援
会

高
桑
国
三
後
援
会

二
田
孝
治
後
援
会
連
合
会

ぜ
に
も
り
靖
久
後
援
会

秋
田
県
政
治
経
済
研
究
会

佐
藤
亮
一
後
援
会

全
国
社
会
保
険
推
進
連
盟
秋
田

県
支
部

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
秋
田

県
本
部

伊
藤
陽
悦
後
援
会

渋
谷
正
敏
後
援
会

小
林
一
夫
後
援
会

平
鹿
建
設
産
業
政
治
連
盟

政
治
団
体
の
名
称

佐
　
藤
　
菊
　
一

小
　
玉
　
久
　
男

石
　
川
　
雅
　
英

横
手
市
増
田
町
増
田
字
本
町
二
十
二

高
　
桑
　
新
　
悦

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七
―
五

銭
　
盛
　
　
　
進

木
　
村
　
盛
　
夫

安
　
藤
　
義
　
美

山
本
郡
三
種
町
浜
田
字
後
野
一

三
　
浦
　
幹
　
忠

本
　
間
　
正
一
郎

小
　
松
　
久
　
男

阿
　
部
　
清
一
郎

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
家
の
後
百
五
十
六
―
一

小
　
林
　
光
　
弘

高
　
橋
　
雪
　
松

旧

庄
　
司
　
堅
　
一

砂
　
原
　
和
　
文

佐
　
藤
　
祥
　
二

横
手
市
増
田
町
吉
野
字
村
ノ
後
九
十
六

高
　
桑
　
　
　
浩

秋
田
市
山
王
六
丁
目
七
―
二
十
六

木
　
村
　
盛
　
夫

銭
　
盛
　
慎
　
一

斉
　
藤
　
重
　
雄

山
本
郡
三
種
町
浜
田
字
大
平
五
十
八
―
二
百
十
三

牧
　
野
　
定
　
信

石
　
川
　
雄
　
司

信
　
太
　
則
　
子

谷
　
藤
　
金
　
次

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
四
丁
目
塩
超
百
九
十
三
―
二

中
　
村
　
　
　
徹

武
　
茂
　
広
　
行

新

会

計

責

任

者

代

表

者

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

会

計

責

任

者

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

平
成
二
十
年
二
月
一
日

平
成
二
十
年
二
月
五
日

平
成
二
十
年
二
月
八
日

〃

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

平
成
二
十
年
二
月
十
九
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

〃〃〃

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

〃

平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日

〃
届

出

年

月

日

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体



平成20年 3月21日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1963号

７

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
　
治
　
団
　
体
　
の
　
名
　
称

菊
地
円
蔵
後
援
会

岸
義
定
後
援
会

和
泉
嘉
郎
後
援
会

鈴
木
博
美
後
援
会

山
木
会

佐
藤
安
治
を
励
ま
す
会

成
田
進
後
援
会

大
館
野
呂
田
芳
成
後
援
会

鷹
巣
あ
や
め
会

の
ろ
た
芳
成
合
川
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
阿
仁
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
飯
田
川
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
井
川
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
大
潟
村
後
援
会

野
呂
田
芳
成
男
鹿
市
連
合
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
鹿
角
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
上
小
阿
仁
村
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
小
坂
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
五
城
目
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
琴
丘
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
昭
和
町
後
援
会

代

表

者

氏

名

菊

　

地

　

久

　

一

鎌

　

田

　

誠

　

市

渡

　

辺

　

源

　

一

桐

　

原

　

敏

　

郎

山

　

木

　

雄

　

三

佐

　

藤

　

辰

太

郎

坂

　

爪

　

一

　

郎

緑

　

川

　

賢

　

一

中

　

嶋

　

洋

　

子

和

　

田

　

勇

　

治

山

　

田

　

賢

　

三

斉

　

藤

　

敏

　

夫

斉

　

藤

　

正

　

寧

土

　

井

　

博

　

之

佐

　

藤

　

一

　

誠

浅

　

利

　

　

　

昭

田

　

中

　

　

　

温

川

　

口

　

　

　

博

佐

　

藤

　

邦

　

夫

工

　

藤

　

喜

久

男

佐

々

木

宣

明

解
　
散
　
年
　
月
　
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

届
　
出
　
年
　
月
　
日

平
成
二
十
年
二
月
一
日

〃

平
成
二
十
年
二
月
四
日

〃〃

平
成
二
十
年
二
月
五
日

〃

平
成
二
十
年
二
月
六
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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の
ろ
た
芳
成
小
坂
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
五
城
目
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
琴
丘
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
昭
和
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
鷹
巣
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
田
代
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
天
王
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
八
森
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
八
竜
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
八
郎
潟
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
比
内
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
藤
里
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
二
ツ
井
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
峰
浜
村
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
森
吉
町
後
援
会

の
ろ
た
芳
成
山
本
町
後
援
会

野
呂
田
芳
成
若
美
町
後
援
会

羽
後
町
金
田
勝
年
後
援
会

松
井
隆
一
後
援
会

柳
舘
一
郎
を
励
ま
す
会

遠
藤
周
一
後
援
会

菅
義
雄
政
策
研
究
会

健
友
会

川

　

口

　

　

　

博

佐

　

藤

　

邦

　

夫

工

　

藤

　

喜

久

男

佐

々

木

　

宣

　

明

藤

　

島

　

直

　

一

荒

　

川

　

邦

　

隆

石

　

川

　

光

　

男

菊

　

地

　

純

一

郎

佐

　

藤

　

亮

　

一

土

　

橋

　

多

喜

夫

若

　

松

　

吉

　

治

石

　

岡

　

錬

一

郎

関

　

　

　

信

　

義

阿

　

部

　

栄

　

悦

桜

　

井

　

忠

　

雄

北

　

林

　

勇

一

郎

加

　

藤

　

保

　

廣

斎

　

藤

　

保

　

雄

季

　

子

　

幸

　

彦

阿

　

部

　

秀

　

夫

吉

　

田

　

孝

　

一

菅

　

　

　

義

　

雄

佐

　

藤

　

健

一

郎

〃〃

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

平
成
二
十
年
二
月
六
日

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

平
成
二
十
年
一
月
十
日

平
成
二
十
年
二
月
十
五

〃

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

〃〃

平
成
二
十
年
二
月
六
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

平
成
二
十
年
二
月
八
日

〃

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

平
成
二
十
年
二
月
十
八
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
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秋
選
管
告
示
第
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

健
友
会

佐

　

藤

　

健

一

郎

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
正
法
第
1
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体

（
１
）
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
菊
地
円
蔵
後
援
会
（
平
成
1
9
年
分
）

報
告
年
月
日
　
平
成
2
0
年
２
月
１
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
ア
）
収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,2
1
6
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,2
1
6
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

（
イ
）
支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,2
1
6
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
ア
）
支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,2
1
6
円

備
品
・
消
耗
品
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,2
1
6
円

合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,2
1
6
円

政
治
団
体
の
名
称
　
鈴
木
博
美
後
援
会
（
平
成
1
9
年
分
）

報
告
年
月
日
　
平
成
2
0
年
２
月
４
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
ア
）
収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,4
6
2
,0
7
4
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3
2
,0
7
4
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,3
3
0
,0
0
0
円

（
イ
）
支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,4
5
1
,3
1
2
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
ア
）
収
入
の
内
訳

個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
　
　
　
　
1
3
5
,0
0
0
円

員
数
　
　
　
　
　
　
　
4
5
人

寄
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
5
,0
0
0
円

個
人
か
ら
の
寄
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
5
,0
0
0
円

そ
の
他
の
寄
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
5
,0
0
0
円

借
入
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
5
0
,0
0
0
円

桐
　
原
　
俊
　
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
0
,0
0
0
円

佐
　
川
　
俊
　
英
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
0
,0
0
0
円

小
　
原
　
俊
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0
,0
0
0
円

佐
々
木
　
義
　
尚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0
,0
0
0
円

畠
　
山
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0
,0
0
0
円

佐
　
川
　
俊
　
男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0
,0
0
0
円

三
　
浦
　
隆
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
0
,0
0
0
円

合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
5
0
,0
0
0
円

（
イ
）
支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
5
9
,7
1
2
円

人
件
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5
6
,4
0
0
円

光
熱
水
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
2
,0
9
2
円

備
品
・
消
耗
品
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0
7
,8
6
5
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
3
,3
5
5
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
9
1
,6
0
0
円

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
事
業
費
　
　
　
4
9
1
,6
0
0
円

宣
伝
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
9
1
,6
0
0
円

合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,4
5
1
,3
1
2
円

政
治
団
体
の
名
称
　
山
木
会
（
平
成
1
9
年
分
）

報
告
年
月
日
　
平
成
2
0
年
２
月
４
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
ア
）
収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,9
8
2
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,9
8
2
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

（
イ
）
支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
羽
後
町
金
田
勝
年
後
援
会
（
平
成
2
0
年
分
）

報
告
年
月
日
　
平
成
2
0
年
２
月
８
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
ア
）
収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,6
6
8
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,6
6
8
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

（
イ
）
支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,6
6
8
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
ア
）
支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,6
6
8
円

備
品
・
消
耗
品
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
,2
6
8
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,4
0
0
円

合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,6
8
8
円

政
治
団
体
の
名
称
　
遠
藤
周
一
後
援
会
（
平
成
2
0
年
分
）

報
告
年
月
日
　
平
成
2
0
年
２
月
1
8
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
ア
）
収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
0
,0
0
0
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
0
.0
0
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

（
イ
）
支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
健
友
会
（
平
成
2
0
年
分
）

報
告
年
月
日
　
平
成
2
0
年
２
月
2
1
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
ア
）
収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,0
9
4
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,0
9
4
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

（
イ
）
支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

（
１
）
そ
の
他
の
政
治
団
体

岸
義
定
後
援
会
（
平
成
2
0
年
分
）

和
泉
嘉
郎
後
援
会
（
平
成
1
5
，
1
6
年
分
）

佐
藤
安
治
を
励
ま
す
会
（
平
成
2
0
年
分
）

成
田
進
後
援
会
（
平
成
1
9
年
分
）

大
館
野
呂
田
芳
成
後
援
会
（
平
成
2
0
年

分
）

鷹
巣
あ
や
め
会
（
平
成
2
0
年
分
）

の
ろ
た
芳
成
合
川
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

政
治
団
体
の
名
称

平
成
2
0
年
２
月
１
日

〃

平
成
2
0
年
２
月
５
日

〃〃

平
成
2
0
年
２
月
６
日

〃

報
告
年
月
日



平成20年 3月21日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1963号

10

秋
選
管
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定

の
取
消
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

秋
選
管
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事

項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

の
ろ
た
芳
成
阿
仁
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
飯
田
川
町
後
援
会
（
平
成

2
0
年
分
）

野
呂
田
芳
成
井
川
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
大
潟
村
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
男
鹿
市
連
合
後
援
会
（
平

成
2
0
年
分
）

の
ろ
た
芳
成
鹿
角
後
援
会
（
平
成
2
0
年

分
）

の
ろ
た
芳
成
上
小
阿
仁
村
後
援
会
（
平

成
2
0
年
分
）

の
ろ
た
芳
成
小
坂
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
五
城
目
町
後
援
会
（
平
成

2
0
年
分
）

の
ろ
た
芳
成
琴
丘
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

の
ろ
た
芳
成
昭
和
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

平
成
2
0
年
２
月
６
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

の
ろ
た
芳
成
鷹
巣
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

の
ろ
た
芳
成
田
代
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
天
王
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

の
ろ
た
芳
成
八
森
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

の
ろ
た
芳
成
八
竜
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
八
郎
潟
町
後
援
会
（
平
成

2
0
年
分
）

の
ろ
た
芳
成
比
内
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

の
ろ
た
芳
成
藤
里
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
二
ツ
井
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

の
ろ
た
芳
成
峰
浜
村
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

の
ろ
た
芳
成
森
吉
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

平
成
2
0
年
２
月
６
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

の
ろ
た
芳
成
山
本
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

野
呂
田
芳
成
若
美
町
後
援
会
（
平
成
2
0

年
分
）

松
井
隆
一
後
援
会
（
平
成
2
0
年
分
）

柳
舘
一
郎
を
励
ま
す
会
（
平
成
1
7
，
1
8
，

1
9
，
2
0
年
分
）

菅
義
雄
政
策
研
究
会
（
平
成
2
0
年
分
）

平
成
2
0
年
２
月
６
日

〃

平
成
2
0
年
２
月
８
日

平
成
2
0
年
２
月
1
8
日

平
成
2
0
年
２
月
2
0
日

渋
　
谷
　
正
　
敏

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

渋
谷
正
敏
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
名
称

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
四
丁
目
塩
越
百
九
十

三
―
二

新

県
議
会
議
員

公
職
の
種
類

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
家
の
後
百
五
十
六
―

一

旧

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

届

出

年

月

日

内
　
　
　
　

容

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

異
動
事
項

山

　

木

　

雄

　

三

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

山
木
会 名

　
　
　
　
　
　
称

能
代
市
大
町
七
―
三 主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

市
議
会
議
員

公
職
の
種
類

山
　
木
　
雄
　
三

代
表
者
氏
名

平
成
二
十
年
二
月
四
日

届

出

年

月

日

取
　
り
　
消
　
し
　
た
　
資
　
金
　
管
　
理
　
団
　
体
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秋
選
管
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
修
正

の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
一
部
を
次

の
と
お
り
修
正
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

山

　

木

　

雄

　

三

菅

　

　

　

義

　

雄

佐

　

藤

　

健

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

山
木
会

菅
義
雄
政
策
研
究
会

健
友
会 名

　
　
　
　
　
　
称

能
代
市
大
町
七
―
三

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
新
屋
敷
六
十
三

由
利
本
荘
市
矢
島
町
七
日
町
字
熊
之
堂
四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

市
議
会
議
員

市
長

県
議
会
議
員

公
職
の
種
類

山
　
木
　
雄
　
三

菅
　
　
　
義
　
雄

佐
　
藤
　
健
一
郎

代
表
者
氏
名

平
成
二
十
年
二
月
四
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

届

出

年

月

日

取
　
り
　
消
　
し
　
た
　
資
　
金
　
管
　
理
　
団
　
体

平
成
2
0
年
秋
選
管
告
示
第
1
1
号

政
党
　
自
由
民
主
党
秋
田
県
参
議
院
選
挙
区
第
二
支
部
　
イ
収
入
・
支

出
の
内
訳
　
収
入
の
内
訳
中

「
個
人
か
ら
の
寄
付
　
3
,8
7
0
,0
0
0
円
」
を

「
個
人
か
ら
の
寄
付
　
3
,5
7
0
,0
0
0
円
」
に
改
め
る
。

「
政
治
団
体
か
ら
の
寄
付
　
1
2
,4
2
0
,0
0
0
円
」
を

「
政
治
団
体
か
ら
の
寄
付
　
1
2
,7
2
0
,0
0
0
円
」
に
改
め
る
。

［
寄
付
の
内
訳
］

個
人
か
ら
の
寄
付
中

「
佐
藤
　
勝
治
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
横
手
市

甘
利
　
明
　
　
　
2
0
0
,0
0
0
円
　
神
奈
川
県
大
和
市

菅
原
　
一
秀
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
練
馬
区
」

を

「
佐
藤
　
勝
治
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
横
手
市

菅
原
　
一
秀
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
練
馬
区
」
に
改
め
る
。

「
佐
藤
　
裕
之
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

山
口
　
泰
明
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
埼
玉
県
坂
戸
市

岸
　
　
宏
一
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
山
形
県
山
形
市
」

を

「
佐
藤
　
裕
之
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

岸
　
　
宏
一
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
山
形
県
山
形
市
」
に
改
め
る
。

政
治
団
体
か
ら
の
寄
付
中

「
国
保
推
進
連
盟
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
千
代
田
区
」
を

「
国
保
推
進
連
盟
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
千
代
田
区

泰
進
会
　
　
　
　
1
0
0
.0
0
0
円
　
埼
玉
県
東
松
山
市

自
由
民
主
党
神
奈
川
県
第
十
三
選
挙
区
支
部

2
0
0
,0
0
0
円
　
神
奈
川
県
大
和
市
」
に
改
め
る
。

（
１
）

（
ア
）
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